
流域治水協議会を開催！
～流域治水プロジェクトの加速化・深化にむけて～

広島県内の二級水系47水系について、令和6年3月27日に、東ブロック・中央ブロック・西ブロックの流域治水
協議会を開催した。
本協議会において、プロジェクトの更新や令和5年11月に実施した流域治水シンポジウムの開催結果、今後の流
域治水の進め方等について報告した。

開催状況（本会場） 開催状況（WEB参加者）

【広島県土木建築局　上田局長挨拶】

【委員からの意見】

• 本県では，流域治水の推進に係る取
組みを継続して実施している。

• 昨年は、11月に流域治水に関わる県
内行政職員を対象としたシンポジウ
ムを開催し、広く流域治水に係る事
例等を紹介した。

• 流域治水プロジェクトは河川管理者だけではなく、
流域に関わるあらゆる関係者が連携して取り組んで
いくことが重要である。（呉市長）

• 今後も、あらゆる関係者と協力し、治水事業を推進
していきたい。（竹原市長）

• 市単独ではなく、今後とも国・県と連携しながら流域
治水を推進していきたい。（尾道市長）

• 引き続き、住民の方々が安心・安全に暮らせるまち
づくりを進めていきたい。（熊野町長）

• 中下流域のみならず上流域における浸水被害に対
する対応も考えていく必要がある。（大崎上島町長）

【構成機関】　３ブロックで計18機関

【西ブロック】

広島県 広島市 廿日市市 江田島市 海田町

熊野町 坂町

【中央ブロック】

広島県 呉市 竹原市 三原市 東広島市

大崎上島町熊野町

【東ブロック】

広島県 三原市 尾道市

福山市国土交通省 林野庁 森林整備センター 森林整備センター 中国電力 森林整備センター

【開催概要】

　■日時：令和6年3月27日（水）　11：00～12：00　■場所：広島県庁（WEB開催）
　■議事：（１）規約（改定案）の承認

　 （２）流域治水プロジェクトの更新について
　 （３）広島県流域治水シンポジウムの開催結果について
 　（４）今後の流域治水の進め方について
 　（５）その他（情報交換、意見交換等）


